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平成24年４月１日号27

市
内
で
新
た
に
創
業
す
る
方
へ

大
田
原
市
起
業
再
出
発
支
援
事
業

平
成
24
年
度
前
期

危
険
物
取
扱
者
試
験
お
よ
び

受
験
準
備
講
習
会
の
ご
案
内

　

イ
メ
ー
ジ
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

※
こ
れ
ま
で
の
大
田
原
市
事
業
再
開
奨
励

　

金
は
、
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
定

　

め
ら
れ
た
基
準
面
積
に
該
当
す
る
場
合

　

に
適
用
す
る
こ
と
と
し
ま
す
が
、
事
業

　

開
始
後
１
年
未
満
の
方
に
つ
い
て
は
、

　

従
前
ど
お
り
申
請
を
受
け
付
け
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　

商
工
観
光
課
商
業
振
興
係

　
　
　

(２
３
)８
７
０
９

《
危
険
物
取
扱
者
試
験
》

●
試
験
の
種
類
　
①
甲
種
、②
乙
種
（
第
１

　

類
〜
第
６
類
）、
③
丙
種

●
日
　
時
　
６
月
10
日（
日
）

　

午
前
９
時
集
合

　

午
前
９
時
30
分
試
験
開
始

●
場
　
所
　
県
立
那
須
清
峰
高
等
学
校

　
（
那
須
塩
原
市
下
永
田
６
‐
４
）

●
試
験
手
数
料
　
①
甲
種　

５
０
０
０
円

　

②
乙
種　

３
４
０
０
円

　

③
丙
種　

２
７
０
０
円

　　

市
で
は
、
平
成
24
年
４
月
１
日
か
ら
、

中
心
市
街
地
の
活
性
化
お
よ
び
そ
の
他
の

商
店
街
等
地
域
の
振
興
を
図
る
た
め
、
大

田
原
市
起
業
再
出
発
支
援
事
業
補
助
金
を

設
け
、
新
た
に
空
き
店
舗
に
出
店
す
る
方

等
を
支
援
し
ま
す
。
商
工
会
議
所
等
を
経

由
し
て
事
前
協
議
等
の
手
続
き
を
経
る
こ

と
に
よ
り
、
各
地
域
の
活
性
化
に
高
い
波

及
効
果
が
期
待
で
き
る
と
判
断
し
た
事
業

を
採
択
し
、
補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

●
補
助
対
象
者

　

昼
間
の
営
業
を
目
的
と
し
、
物
販
業
、
飲

　

食
業
、
サ
ー
ビ
ス
業
等
中
心
市
街
地
及

　

び
そ
の
他
の
商
店
街
等
地
域
に
適
し
た

　

業
を
営
む
店
舗
(風
俗
営
業
等
の
規
制

　

及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律

　

の
適
用
を
受
け
る
業
種
な
ど
を
除
く
)

　

ま
た
は
事
務
所
等
を
開
業
な
ど
す
る
方

　

で
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

　

る
方

①
対
象
店
舗
を
開
業
す
る
た
め
、
空
き
店

　

舗
を
賃
借
す
る
方
(店
舗
開
業
者
)

②
自
ら
所
有
す
る
空
き
店
舗
を
改
修
す
る

　

方
(店
舗
所
有
者
。
同
一
の
店
舗
所
有

　

者
の
同
一
補
助
金
の
交
付
は
、
１
回
に

　

限
る
)

③
商
店
街
団
体
等
が
形
成
さ
れ
て
い
る
区

　

域
に
お
い
て
10
年
以
上
継
続
し
て
い
る

　

対
象
店
舗
(事
務
所
を
除
く
。
以
下
｢既

　

存
店
舗
｣と
い
う
)を
営
業
し
て
い
る
方

　

(既
存
店
舗
営
業
者
)で
、
当
該
店
舗
を

　

改
装
お
よ
び
改
修
す
る
方

※
市
税
な
ど
の
滞
納
が
な
い
、
２
年
以
上

　

営
業
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
１
週
間
あ

　

た
り
４
日
以
上
営
業
す
る
、
商
工
会
議

　

所
等
の
会
員
に
な
る
こ
と
な
ど
、
そ
の

　

他
の
条
件
も
あ
り

●
補
助
対
象
経
費
な
ど

　

補
助
の
対
象
と
な
る
経
費
及
び
補
助
率

　

は
左
表
の
と
お
り
で
す
。
(補
助
金
の

　

額
に
１
０
０
０
円
未
満
の
端
数
が
生
じ

　

た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
)

●
申
し
込
み

　

補
助
金
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
方

　

は
、
関
係
書
類
を
添
え
て
、
商
工
会
議

　

所
な
ど
を
経
由
し
て
商
工
観
光
課
に
事

　

前
協
議
や
申
請
な
ど
を
し
ま
す
。
補
助

●
受
付
期
間
　
４
月
９
日
(月
)〜
４
月
20

　

日
(金
)　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

　
（
土
・
日
曜
日
は
除
く
）

●
申
込
方
法　

受
験
す
る
試
験
の
種
類
ご

　

と
に
必
要
な
書
類
を
そ
ろ
え
、
受
付
期

　

間
内
に
大
田
原
地
区
広
域
消
防
組
合
消

　

防
本
部
予
防
課
に
直
接
申
請
。　

な
お
、

　

受
験
案
内
、
受
験
願
書
は
、
大
田
原
地
区

　

広
域
消
防
組
合
で
配
布
し
て
い
ま
す
。

●
電
子
申
請
に
つ
い
て
　
試
験
の
電
子
申

　

請
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
請
）が
可
能
に

　

な
り
ま
し
た
。
詳
細
は
左
記
ホ
ー
ム

　

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

財
団
法
人
消
防
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー

　
　

 http://w
w
w
.shoubo-shiken.or.jp

《
受
験
準
備
講
習
会
》

●
対
　
象　

乙
種
第
４
類
受
験
者

●
日
　
時
　
５
月
８
日（
火
）

　

午
前
９
時
30
分
〜
午
後
４
時
30
分

●
場
　
所
　
金
田
北
地
区
公
民
館

　（
市
野
沢
１
９
８
８
‐
１
）

●
定
　
員　

１
０
０
名（
受
付
期
間
中
で
も

　

定
員
に
な
り
次
第
締
め
切
り
ま
す
）

●
受
講
料　

２
０
０
０
円（
教
本
込
み
）

●
受
付
期
間　

４
月
９
日
(月
)〜
４
月
20

　

日
(金
)　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

　
（
土
・
日
曜
日
は
除
く
）

●
申
込
方
法　

受
講
料
を
持
参
の
う
え
、

　

受
付
期
間
内
に
大
田
原
地
区
広
域
消
防

　

組
合
消
防
本
部
予
防
課
に
直
接
申
請
。

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　

大
田
原
地
区
広
域
消
防
組
合
消
防
本
部

　

予
防
課

　
　
　
（
２
２
）３
０
１
６

　

消
防
署
黒
羽
分
署

　
　
　
（
５
４
）１
１
４
４

　

消
防
署
湯
津
上
分
署

　
　
　
（
９
８
）３
２
３
５

大
田
原
市

大
田
原
商
工
会
議
所

湯
津
上
商
工
会

黒
羽
商
工
会

店
舗
関
係
者

店
舗
所
有
者
な
ど

事前協議
申請など

事前協議
申請など

対象
地域 中心市街地

空き店舗
の改装に
要する経
費

空き店舗
の改修に
要する経
費

既存店舗
の改装・
改修に要
する経費

空き店舗
の改装に
要する経
費

空き店舗
の改修に
要する経
費

既存店舗
の改装・
改修に要
する経費

対象者

対象
経費

その他の商店街等地域

補助率

店舗
開業者

店舗
所有者

既存店舗
営業者

店舗
開業者

店舗
所有者

既存店舗
営業者

上記経費
の１／３

上記経費
の１／３

上記経費
の１／３

上記経費
の１／３

上記経費
の１／３

上記経費
の１／３

100 万円 100 万円 50 万円 50 万円 50 万円 30 万円限度額

補助金交付

※ 「中心市街地」においては、平成 29 年 3月 31 日まで、それ以降は「その
　他の商店街等地域」に準ずる。


